
～尼崎市水道労働組合との交渉状況～ 

 

 

令 和 ７ 年 度 第 ３ 号 

令和７年１１月２６日 

 

 

尼崎市公営企業局 

企画管理課 

 

―２０２５冬期一時金等について― 

 

令和７年１０月３１日（金）に提出された２０２５年末一時金及び秋季単組独自要求書に対

する回答について、令和７年１１月１０日（月）の午後４時から午後５時３０分まで上下水道

庁舎第２会議室にて交渉を行った。 

 

 

〇今回の交渉の議題 

・２０２５冬期一時金に関する統一要求書について 

・２０２５年度秋季単組独自要求書について 

 ・常勤職員の給与改定について 

 ・会計年度任用職員の報酬改定について 

 ・地域手当の支給割合の改定について 

 ・通勤手当の見直しについて 

 ・育児部分休暇制度の新設について 

 

〇要求書に対する回答 

・令和７年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当等について（メモ）   ・・・別紙１ 

・「２０２５年度秋季単組要求書」についての考え方（メモ）              ・・・別紙２ 

 

〇組合への提案 

・常勤職員の給与改定について                          ・・・別紙３ 

・会計年度任用職員の報酬改定について                 ・・・別紙４ 

・地域手当の支給割合の改定について                  ・・・別紙５ 

・通勤手当の見直しについて                      ・・・別紙６ 

・育児部分休暇制度の新設について                   ・・・別紙７ 

 



 

〇妥結事項（別紙８） 

・令和７年度冬期一時金他５件について 

 

○具体的な交渉内容（要旨） 

１ １２月に支給する期末・勤勉手当について 

  １２月に支給する期末・勤勉手当についての回答メモを説明し、協議を行った。 

組合の主張 当局の回答 

勤勉手当は成績率によって加算がされてい

るが、勤務評価が全所属で平等に行われてい

ると言えるのか。 

数値化して反映されるような仕事が多くな

い中では、所属長等が責任を持って評価をせ

ざるを得ない。ただ、一人の評価ですべての

順位等が決まるのではなく、部内や局内で調

整を行い、偏りがないよう努めている。 

 

本来なら夏季・冬季の各 0.025 月分が今回

差額としてまとめて支給（0.05 月分）される

理解で良いか。 

そのとおりである。支給時期は 12月末を予

定している。 

課題解決の方向性 

 令和７年１１月１７日に妥結することとなった。（別紙８） 

 

２ 給与改定等について 

  組合からの要求書への回答及び当局からの提案項目についてのメモを説明し、協議を行っ

た。 

組合の主張 当局の回答 

地域手当の支給割合の改定について 

今年度の給与改定の内容であれば、来年度

に地域手当を８％に引き下げてもこれまでよ

りマイナスになる職員はいないのか。 

 今年度の改定は、これまでの若年層に偏っ

た改定とは異なるため、現給保障を受けてい

る職員を除いてマイナスになる職員はいな

い。 

通勤手当の見直しについて 

 令和８年度からの駐車場等の利用に関する

支給は、月極、コインパーキングのいずれも

認められるのか。 

 詳細については、現時点では未定のため、

決まり次第情報提供を行う。 

高齢の職員も増えてきているので、神崎浄

水場も敷地内への駐車を認めてほしい。 

 敷地内に駐車スペースを設置できる要件等

を確認の上、検討する。 

 



 

課題解決の方向性 

 令和７年１１月１７日に妥結することとなった。（別紙８） 

 

３ その他の事項について 

  給与制度以外の部分について次のとおり協議を行った。  

組合の主張 当局の回答 

休暇制度について 

未成年の子どもだけではなく、成人してい

ても家族が病気等の時は使える休暇を新設し

てほしい。 

 いろいろな事情を抱えた人がいることは理

解しているが、仕事と育児の両立を支援する

内容が中心となることは、時代や社会の流れ

としてやむを得ないものと考える。 

報奨金について 

 すでに資格を持っているものは対象となら

ないのか。 

 今回の目的は、資格保有者を増やすことに

あるため、すでに保有するものについは対象

外となる。 

独自採用について 

 今後の公営企業局のために独自採用をしな

いのか。 

 必要となる人員とコストが独自採用のメリ

ットと釣り合わない。また、採用の段階で水

道や下水道の仕事を専門とする人材を集める

のは困難と考える。 

                                      以 上 



 令和７年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当等について（メモ） 別紙１  

 

R７.11.10 

 

１ 支給額 

職員に支給する期末手当及び勤勉手当について 

尼崎市公営企業局企業職員の給与に関する規程に基づき支給する。 

（参考） 

○職員の支給率 

算定基礎額に次の月数を乗じた額とする。 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（定年前） 

期末手当 勤勉手当 合 計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

1.25 月 1.05 月 2.3 月 
昨年度 

実績 
1.275

月 

1.075

月 

2.35

月 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（再任用職員） 

期末手当 勤勉手当 合計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

0.7 月 0.5 月 1.2 月 
昨年度 

実績 
0.7125

月 

0.5125
月 

1.225
月 

・会計年度任用職員 

期末手当 勤勉手当 合計 
(参考) 

期末手当 勤勉手当 合計 

1.25 月 1.05 月 2.3 月 
昨年度 

実績 
1.275

月 

1.075 

月 
2.35

月 

 

  ただし、今後、令和７年人事院勧告で示された引上げに相当する条例改正が実施された時点で、上

記に基づく支給額との差額を支給する（改定後の支給月数は以下のとおり）。 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（定年前） 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.275 月 1.075 月 2.35 月 

・企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者（再任用職員） 

期末手当 勤勉手当 合計 

0.725 月 0.525 月 1.25 月 

・会計年度任用職員 

期末手当 勤勉手当 合計 

1.275 月 1.075 月 2.35 月 

    

２ 職務加算について 

現行通りとする。 

なお、算定基礎額については次のとおりとする。 

＜企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者＞ 



・期末手当：給料月額＋扶養手当＋地域手当＋(給料月額×1.09×別に定める割合) 

・勤勉手当：給料月額＋給料月額×0.09＋(給料月額×1.09×別に定める割合) 

※ 別に定める割合は、次表のとおりとする。 

区   分 割 合 

課長補佐、係長、作業長 10％ 

主任・作業主任、３級の者のうち当年度４月１日現在 30 歳以上のもの 

再任用職員 
５％ 

上記以外の者 ０％ 

 

＜会計年度任用職員＞ 

  ・報酬月額 

 

３ 勤勉手当の成績率について 

現行どおりとする。 

 

４ 新入職員の支給率について 

現行どおりとする。 

 

５ その他の支給条件 

従前の例による。 

 

６ 支給日 

令和７年１２月１０日（水） 

 

７ 諾否について 

本回答に対する諾否については、令和７年１１月１７日（月）午後５時３０分までにされたい。 

 

以 上   

（参 考） 

令和７年１２月期平均支給額等 



区 分 定年前職員 再任用(ﾌﾙ) 再任用(短) 

組合員平均支給額 888,537 円 357,084 円 276,463 円 

(算定基礎額※) （392,679 円） （297,700 円） （230,488 円） 

前年度実績 834,087 円 347,694 円 269,117 円 

(算定基礎額※) （377,621 円） （295,911 円） （229,036 円） 

対前年比 
54,450 円 9,390 円 7,346 円 

（6.5％増） （2.7％増） （2.7％増） 

※ 期末手当算定に係る額 

平均年齢 ４３歳 ０月（前年同期 ４３歳 ０月） 

勤続年数 １７年 ８月（前年同期 １７年 １０月） 
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「２０２５年度 秋季単組要求書」についての考え方（メモ） 別紙２ 
令和７年１１月１０日 

 
要  求 回 答 

１．賃金・手当・昇格・昇給に関すること  

⑴ １級職在級年数短縮とするプレゼ

ンテーション試験の実施回数を増や

すこと。加えて勤務評価で短縮する制

度を実現すること。 

⑴ ～⑵ 現行どおりとする。 

昇格制度については人材確保・育成の観

点を踏まえ、引き続き検討を行っていく。 

  

 

 

 

 

 

⑵ ２級職在級年数の短縮に関し、現行

の試験制度による短縮のみならず勤

務評価で短縮する制度を実現するこ

と。 

 ⑶ １・２級職の将来像といえる３・４

級職のベースアップを実現すること。

また、近年に実施された任用替えの対

象に属さない元技能労務職の昇格を

実現すること。 

⑶～⑸ ベースアップについては、別紙

メモのとおりとする。管理職手当について

は、現行どおりとする。 

⑷ 係長職は人員不足のなか一般職と

しての業務も兼任しており、業務が多

忙かつ高度な知識を要求されている。

今後の若年層の昇格意欲を促進する

目的もあわせて、ベースアップや管理

職手当の支給を実現すること。 

⑸ これらについては、賃金労働条件の

より良い他の自治体へ流出とした中

途退職を防止するための対策でもあ

り、実務経験を積んだ人的資産を確保

できるよう実現すること。 

⑹ 地域手当支給率については、隣接す

る大阪市・西宮市などの自治体と比較

の上で決定すること。 

別紙メモのとおりとする。 

⑺ 電気主任技術者に限らず技術士や

土木施工技師など特別な資格を保有

する者を資格者手当や取得に対して

報奨金を支給すること。 

 

 

資格取得に対する報奨金について、資格

取得支援制度の必置資格や奨励資格を対象

に、令和 8 年度から制度の運用を開始する

よう、予算編成において調整中である。 
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要  求 回 答 

２．労働条件・人員確保に関すること  

⑴ 時間外勤務については減少傾向に

あるものの、人員削減に伴い、減少が

頭打ちとなっている。労働基準法第 36

条第１項の協定で定める労働時間の

延長の限度等に関する基準を超える

職場については、その実態を明らかに

するとともに業務に必要な人員を配

置し、特定の職員に偏らないように改

善すること。 

36 協定については必要に応じて事前協議

を行っており、協議内容については組合へ

も報告している。 

人員については、各所属にヒアリングを

行う中で、職場の状況把握と業務量の精査

を行い、全体のバランスも考慮して適正な

配置に努めている。 

なお、これまでから効率的な業務執行に

努め、超過勤務が不用意に特定の職員に偏

ることがないよう各所属にも周知している

が、業務の性質により職員間で一定の差異

は生じるものと考えている。 

⑵ 中途退職による欠員が生じた場合

には正規職員に限らず迅速な補充を、

また疾病および育児休暇取得による

不在期間が生じた場合には臨時的に

会計年度任用職員を迅速に補充する

こと。 

欠員が発生した場合についてはできる

だけ早期の解消に向け動いており、必要に

応じて事務補助員の活用を図っている。 

 

⑶ アウトソーシングに係る学び期間

技能労務職員については、一般行政の

基礎学習する立場にあることから、業

務遂行のプロセスを重視した丁寧な

指導の下に進めること。また、配置に

ついては本人の意思を尊重し配慮す

ること。 

事務・技術学び期間中の職員については、

行政職への育成の観点で事務量や担当業務

を決定しており、育成状況を踏まえる中で、

業務負荷を調整するなど各職場が創意工夫

しながら取り組んでいる。 

また、定期的に産業カウンセラーとの面談

機会を設け、職員の負担感や悩みを共有し、

問題が生じている場合は、職場と連携し対

応するなど丁寧な指導・育成を心掛けてい

る。なお、人事異動についても、本人の意向

を把握した上で、育成期間中であることを

踏まえた配置を行っている。 

⑷ 子の看護休暇について、第３子以降

についても第２子までと同様に５日

付与すること。 

現行どおりとする。 

⑸ 公営企業局全体として技術継承を

図るよう人員配置やキャリアプラン

の管理に努めること。 

 

OJT を基本として、職員間での知識・技術

の共有化を促進するほか、実技・演習を取り

入れた体験型研修など、各種研修への積極

的に参加できるよう令和７年度から予算を

拡充しているところである。 
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要  求 回 答 

⑹ 大規模災害発生時など委託先が機

能しない事態や技術継承を考慮し、直

営で対応できる最低限の人員を確保

する体制を整備すること。 

事業運営の持続可能性を維持するため

には、官民の連携が必要不可欠であり、今

後においても、人材の確保・育成を含む体

制の整備にあたっては、官民連携とのバラ

ンスの保持を図っていく。 

 

⑺ 人事異動は本人の希望を考慮しつ

つ、技術継承なども考慮した職種・階

級・在籍年数を総合的に考慮し、適正

に進めること。また、業務引継ぎを適

切に行うために人事異動の発表日を

早めること。 

これまでから、人事異動については、本人

の希望や各職場の状況を踏まえる中で、当

局の責任において行っているところであ

る。また発表日については、市長事務部局と

の人事異動もあるため、公営企業局が独自

で設定できるものではないが、円滑な事務

引継ぎについては、必要な配慮を講じる。 

⑻ 技術力継承に向け、職員が将来的に

も水道・下水道事業に携わることが描

けるように独自採用を再開すること。 

独自採用については、市採用による規模

のスケールメリットを生かすことや、採用

後に異動を経験することによる広範な視

野を確保する人材育成の観点から、課題が

大きいと考える。 

なお、人材の確保定着については、様々

な取組みを検討しており、来年度はその一

環として、職員の共用スペースの設置、資

格取得に係る新たなインセンティブ、ま

た、市長事務部局と連携する新たな採用Ｐ

Ｒ業務委託を予定している。            

⑼ 人材不足を理由とした定数の削減

や技術職を事務職へ変更するなど技

術継承の妨げになる定数変更や事務

分担の変更などを行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

職員定数については、毎年度各所属との

ヒアリングを重ねつつ、必要な調整を講じ

ているところであり、労働市場では、とり

わけ技術職の確保が一層厳しくなる中、技

術職が本来担うべき所掌業務や技能継承

による事業の持続可能性も踏まえながら、

より効率的な執行体制をめざしていく。 

３．人事評価に関すること  
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要  求 回 答 

⑴ 評価方法について、管理職の不適切

な目標設定は一般職等の業務量の増

加や過剰なスピードでの業務遂行を

生み出すことに繋がり、労働安全衛生

に大きく影響を及ぼすものである。職

務目標に関し、評価者はプロセスを評

価し達成率に固執しない評価をする

こと。 

 

勤務成績に基づく昇給制度及び勤勉手

当への成績率反映については、平成 25 年

度に妥結している「人事評価の結果を反映

した勤勉手当・昇給制度の導入について」

のとおり運用しており、毎年必要な改善を

行うなど、適正な評価制度の運用に努めて

いるところである。 

なお、職務目標については、評価者・被

評価者間で面談を実施し、内容を確認した

上で設定を行っている。 

４．健康維持に関すること  

⑴ 職員の健康保持対策を充実すると

ともに疾病等の予防対策を充実する

こと。 

健康保持対策については、疾病予防に重

点を置き、健康診断の結果に基づく事後指

導を充実させるなど、積極的に取り組んで

きているところであり、令和元年度から特

定保健指導受診に係る職免制度を設けたと

ころである。今後も必要に応じ安全衛生委

員会等で協議し、創意工夫をしていく中で

充実させていきたい。 

⑵ 傷病休職者の職場復帰にあたり、円

滑に復帰できるシステムを構築する

こと。 

 

リハビリ出勤制度を活用し、円滑な職場

復帰の一助としている。また、健康相談がで

きる窓口を設けている。 

⑶ メンタルヘルス不調を理由した休

職撲滅に向け、職場観察などを行い、

症状の重症化を予防すること。 

 

 メンタル面で不調をきたす職員について

は当局としても問題意識は持っているもの

であり、所属、企画管理課職員担当及び給与

課職員健康推進担当が連携し、保健師や産

業カウンセラーの面談も含めフォローに力

を入れているものである。 

⑷ ハラスメント防止法施行に基き、各

種ハラスメントに対する実効ある防

止対策を推進するため、積極的な対応

を行うこと。 

 

これまでから各種ハラスメント防止のた

め、所属長への研修や課内ミーティングの

実施に取り組んでおり、意識の醸成に努め

ているところである。 

 

 

 

 

５.福利厚生に関すること  



5/6 

要  求 回 答 

⑴ 法に基く雇用主の責任を果たすた

め、事業主として福利厚生事業の充実

向上に努めること。 

 

職員の福利厚生の重要性については十分

認識しているところであり、財政状況、社会

情勢、公費負担の妥当性等を踏まえて、市長

事務部局との連携により適切かつ効果的な

事業の展開に努める。 

 

 

⑵ 熱中症防止などの観点からも各施

設内に自動販売機を設置すること。 

 

自動販売機の設置については、事業者の

採算性の確保の課題や福利厚生の観点も踏

まえながら、導入の検討を行う。 

６．設備改善に関すること  

⑴ 洗面所を自動水栓に改造するなど

設備改善を行うこと。 

設備の整備については、労働安全衛生法

の趣旨も踏まえ、これまでから必要に応じ

対応している。なお、自動水栓についても、

トイレについては昨年度に改修済みであ

る。 

⑵ 水道維持課および高架下の駐車場

において、出庫時の合図灯の設置を行

うこと。並びに防犯カメラなど盗難防

止強化すること。 

 

 

 

水道維持課の駐車場については、今年度

中を目途として、出庫の合図灯及び防犯カ

メラを設置予定である。 

 

⑶ 空調服に関しては、必要な職員に支

給すること。また課に配置するのでは

なく個人単位での支給とし、衛生上、

共用することのないように考慮する

こと。 

空調服の貸与については、各所属からの

希望及び業務内容に応じて適切に行ってい

る。付属品であるファンとバッテリーにつ

いては、課ごとに管理を依頼しており、服自

体は個人に貸与し衛生面にも配慮してい

る。 

７．委託に関すること  

⑴ 人材育成や技術力維持の面からも

安易なアウトソーシングを行わない

こと。 

アウトソーシングの取組については、平

成 29 年度に示された「業務施行体制の見直

しに向けた今後の方向性について」の考え

方に基づき実施したものである。 



6/6 

要  求 回 答 

⑵ 下水道ウォーターPPP 推進に関し

て、推進する際には人員削減を行わず

推進すること。 

ウォーターPPP を含め、各課の必要人員に

ついては、所属長からの意見も踏まえる中

で判断している。なお、委託に伴い定数が減

少する場合については、これまでから事前

に組合とも協議を行っている。 

８．ライフラインにおける危機管理体制

について 

 

中型免許が必要な給水車の運転がで

きない職員に対し、準中型車運転免許

取得に向けた補助金を支給し、取得促

進を図ること。 

 

現時点では対象の職員が限られており、

引き続き職員の免許取得状況を注視しなが

ら補助制度の必要性を検討する。 

以 上   



 常勤職員の給与改定について（メモ） 別紙３ 

 

R７.11.10  

 

１ 改定内容 

⑴ 給料表 

企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表について、別紙のとおり改定する。 

 

⑵ 生活補給金基準額 

   給料表の改定に伴い、企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表適用者の生活補

給金に係る基準額について、次のとおり改定する。 

ア 令和７年度適用分 

 （企業一般職給料表） 

年齢 現行 改定後 引上額 

30 歳 238,900 円 248,400 円 9,500 円 

31 歳 243,000 円 252,400 円 9,400 円 

32 歳 247,100 円 256,500 円 9,400 円 

33 歳 251,500 円 260,800 円 9,300 円 

34 歳 255,600 円 264,700 円 9,100 円 

35 歳 259,900 円 269,000 円 9,100 円 

36 歳 263,900 円 272,900 円 9,000 円 

37 歳 268,800 円 277,800 円 9,000 円 

38 歳 273,700 円 282,600 円 8,900 円 

39 歳 277,700 円 286,500 円 8,800 円 

40 歳以上 55 歳未満 282,000 円 290,800 円 8,800 円 

 

 （企業技能労務職給料表） 

年齢 現行 改定後 引上額 

34 歳 244,500 円 254,300 円 9,800 円 

35 歳 246,900 円 256,500 円 9,600 円 

36 歳 249,000 円 258,400 円 9,400 円 

37 歳 250,900 円 260,100 円 9,200 円 

38 歳 252,400 円 261,500 円 9,100 円 

39 歳 253,800 円 262,700 円 8,900 円 

40 歳以上 55 歳未満 255,200 円 264,000 円 8,800 円 

 

 

イ 令和８年度適用分 



 （企業一般職給料表） 

年齢 R7 改定 R8 改定後 引上額 

30 歳 248,400 円 246,200 円 △ 2,200 円 

31 歳 252,400 円 250,100 円 △ 2,300 円 

32 歳 256,500 円 254,200 円 △ 2,300 円 

33 歳 260,800 円 258,400 円 △ 2,400 円 

34 歳 264,700 円 262,300 円 △ 2,400 円 

35 歳 269,000 円 266,500 円 △ 2,500 円 

36 歳 272,900 円 270,400 円 △ 2,500 円 

37 歳 277,800 円 275,300 円 △ 2,500 円 

38 歳 282,600 円 280,000 円 △ 2,600 円 

39 歳 286,500 円 283,900 円 △ 2,600 円 

40 歳以上 55 歳未満 290,800 円 288,100 円 △ 2,700 円 

 

   （企業技能労務職給料表） 

年齢 R7 改定 R8 改定後 引上額 

34 歳 254,300 円 251,900 円 △ 2,400 円 

35 歳 256,500 円 254,100 円 △ 2,400 円 

36 歳 258,400 円 256,000 円 △ 2,400 円 

37 歳 260,100 円 257,700 円 △ 2,400 円 

38 歳 261,500 円 259,100 円 △ 2,400 円 

39 歳 262,700 円 260,300 円 △ 2,400 円 

40 歳以上 55 歳未満 264,000 円 261,500 円 △ 2,500 円 

 

２ 適用日 

  １⑴、⑵アについては、令和７年４月１日 

  １⑵イについては、令和８年４月１日 

 

３ 諾否期限 

  令和７年 11 月 17 日 

 

以 上  

 （企画管理課） 



＜企業一般職給料表＞                          別 紙 

給料月額
（円）

間差額
（円）

給料月額
（円）

間差額
（円）

給料月額
（円）

間差額
（円）

給料月額
（円）

間差額
（円）

1 183,800 1,100 196,100 1,100 12,300 6.69 1 218,400 2,100 230,400 2,100 12,000 5.49

2 184,900 1,100 197,200 1,100 12,300 6.65 2 220,500 2,100 232,500 2,100 12,000 5.44

3 186,000 1,100 198,300 1,100 12,300 6.61 3 222,600 2,200 234,600 2,200 12,000 5.39

4 187,100 1,200 199,400 1,200 12,300 6.57 4 224,800 900 236,800 900 12,000 5.34

5 188,300 1,200 200,600 1,200 12,300 6.53 5 225,700 900 237,700 900 12,000 5.32

6 189,500 1,100 201,800 1,100 12,300 6.49 6 226,600 800 238,600 800 12,000 5.30

7 190,600 1,100 202,900 1,100 12,300 6.45 7 227,400 900 239,400 900 12,000 5.28

8 191,700 1,800 204,000 1,800 12,300 6.42 8 228,300 1,600 240,300 1,600 12,000 5.26

9 193,500 1,800 205,800 1,800 12,300 6.36 9 229,900 1,300 241,900 1,300 12,000 5.22

10 195,300 1,800 207,600 1,800 12,300 6.30 10 231,200 1,300 243,200 1,100 12,000 5.19

11 197,100 1,900 209,400 1,900 12,300 6.24 11 232,500 1,500 244,300 1,400 11,800 5.08

12 199,000 1,500 211,300 1,500 12,300 6.18 12 234,000 1,000 245,700 1,000 11,700 5.00

13 200,500 2,200 212,800 2,200 12,300 6.13 13 235,000 900 246,700 800 11,700 4.98

14 202,700 2,300 215,000 2,300 12,300 6.07 14 235,900 1,500 247,500 1,300 11,600 4.92

15 205,000 2,400 217,300 2,400 12,300 6.00 15 237,400 1,500 248,800 1,400 11,400 4.80

16 207,400 2,000 219,700 2,000 12,300 5.93 16 238,900 1,500 250,200 1,400 11,300 4.73

17 209,400 2,200 221,700 2,100 12,300 5.87 17 240,400 1,600 251,600 1,500 11,200 4.66

18 211,600 2,000 223,800 2,000 12,200 5.77 18 242,000 1,400 253,100 1,200 11,100 4.59

19 213,600 2,200 225,800 2,200 12,200 5.71 19 243,400 1,400 254,300 1,300 10,900 4.48

20 215,800 2,200 228,000 2,200 12,200 5.65 20 244,800 1,400 255,600 1,300 10,800 4.41

21 218,000 2,100 230,200 2,000 12,200 5.60 21 246,200 1,600 256,900 1,600 10,700 4.35

22 220,100 2,100 232,200 2,100 12,100 5.50 22 247,800 1,200 258,500 1,200 10,700 4.32

23 222,200 2,200 234,300 2,200 12,100 5.45 23 249,000 1,300 259,700 1,300 10,700 4.30

24 224,400 900 236,500 900 12,100 5.39 24 250,300 1,300 261,000 1,300 10,700 4.27

25 225,300 900 237,400 800 12,100 5.37 25 251,600 1,300 262,300 1,300 10,700 4.25

26 226,200 800 238,200 800 12,000 5.31 26 252,900 1,200 263,600 1,200 10,700 4.23

27 227,000 900 239,000 900 12,000 5.29 27 254,100 1,100 264,800 1,100 10,700 4.21

28 227,900 1,600 239,900 1,600 12,000 5.27 28 255,200 1,200 265,900 1,200 10,700 4.19

29 229,500 1,300 241,500 1,300 12,000 5.23 29 256,400 1,000 267,100 900 10,700 4.17

30 230,800 1,300 242,800 1,300 12,000 5.20 30 257,400 900 268,000 900 10,600 4.12

31 232,100 1,500 244,100 1,500 12,000 5.17 31 258,300 900 268,900 900 10,600 4.10

32 233,600 1,000 245,600 1,000 12,000 5.14 32 259,200 900 269,800 900 10,600 4.09

33 234,600 800 246,600 800 12,000 5.12 33 260,100 1,100 270,700 1,100 10,600 4.08

34 235,400 900 247,400 900 12,000 5.10 34 261,200 600 271,800 600 10,600 4.06

35 236,300 1,100 248,300 1,100 12,000 5.08 35 261,800 1,000 272,400 900 10,600 4.05

36 237,400 1,200 249,400 1,200 12,000 5.05 36 262,800 900 273,300 900 10,500 4.00

37 238,600 1,000 250,600 1,000 12,000 5.03 37 263,700 900 274,200 900 10,500 3.98

38 239,600 900 251,600 900 12,000 5.01 38 264,600 900 275,100 900 10,500 3.97

39 240,500 1,200 252,500 1,200 12,000 4.99 39 265,500 1,100 276,000 1,100 10,500 3.95

40 241,700 1,100 253,700 1,100 12,000 4.96 40 266,600 900 277,100 800 10,500 3.94

41 242,800 1,200 254,800 1,200 12,000 4.94 41 267,500 700 277,900 700 10,400 3.89

42 244,000 1,000 256,000 800 12,000 4.92 42 268,200 700 278,600 700 10,400 3.88

43 245,000 900 256,800 700 11,800 4.82 43 268,900 900 279,300 900 10,400 3.87

44 245,900 800 257,500 700 11,600 4.72 44 269,800 700 280,200 600 10,400 3.85

45 246,700 800 258,200 700 11,500 4.66 45 270,500 800 280,800 800 10,300 3.81

46 247,500 800 258,900 700 11,400 4.61 46 271,300 800 281,600 800 10,300 3.80

47 248,300 900 259,600 800 11,300 4.55 47 272,100 800 282,400 700 10,300 3.79

48 249,200 400 260,400 300 11,200 4.49 48 272,900 500 283,100 500 10,200 3.74

49 249,600 500 260,700 400 11,100 4.45 49 273,400 700 283,600 700 10,200 3.73

50 250,100 500 261,100 300 11,000 4.40 50 274,100 800 284,300 700 10,200 3.72

51 250,600 500 261,400 300 10,800 4.31 51 274,900 600 285,000 500 10,100 3.67

52 251,100 300 261,700 100 10,600 4.22 52 275,500 800 285,500 800 10,000 3.63

53 251,400 500 261,800 500 10,400 4.14 53 276,300 800 286,300 800 10,000 3.62

54 251,900 500 262,300 500 10,400 4.13 54 277,100 800 287,100 700 10,000 3.61

55 252,400 300 262,800 300 10,400 4.12 55 277,900 800 287,800 800 9,900 3.56

56 252,700 400 263,100 400 10,400 4.12 56 278,700 900 288,600 800 9,900 3.55

57 253,100 300 263,500 200 10,400 4.11 57 279,600 800 289,400 800 9,800 3.51

58 253,400 300 263,700 300 10,300 4.06 58 280,400 900 290,200 800 9,800 3.50

59 253,700 300 264,000 300 10,300 4.06 59 281,300 700 291,000 700 9,700 3.45

60 254,000 300 264,300 300 10,300 4.06 60 282,000 700 291,700 700 9,700 3.44

61 254,300 300 264,600 200 10,300 4.05 61 282,700 800 292,400 700 9,700 3.43

62 254,600 300 264,800 300 10,200 4.01 62 283,500 700 293,100 600 9,600 3.39

63 254,900 300 265,100 300 10,200 4.00 63 284,200 500 293,700 500 9,500 3.34

64 255,200 300 265,400 300 10,200 4.00 64 284,700 500 294,200 500 9,500 3.34

65 255,500 300 265,700 300 10,200 3.99 65 285,200 700 294,700 700 9,500 3.33

66 255,800 300 266,000 300 10,200 3.99 66 285,900 900 295,400 800 9,500 3.32

67 256,100 300 266,300 300 10,200 3.98 67 286,800 700 296,200 700 9,400 3.28

68 256,400 300 266,600 300 10,200 3.98 68 287,500 500 296,900 500 9,400 3.27

69 256,700 300 266,900 300 10,200 3.97 69 288,000 300 297,400 300 9,400 3.26

70 257,000 300 267,200 300 10,200 3.97 70 288,300 600 297,700 500 9,400 3.26

71 257,300 300 267,500 300 10,200 3.96 71 288,900 500 298,200 400 9,300 3.22

72 257,600 300 267,800 300 10,200 3.96 72 289,400 100 298,600 100 9,200 3.18

73 257,900 300 268,100 300 10,200 3.96 73 289,500 400 298,700 400 9,200 3.18

74 258,200 300 268,400 300 10,200 3.95 74 289,900 400 299,100 400 9,200 3.17

75 258,500 300 268,700 300 10,200 3.95 75 290,300 500 299,500 500 9,200 3.17

76 258,800 300 269,000 300 10,200 3.94 76 290,800 200 300,000 200 9,200 3.16

77 259,100 300 269,300 300 10,200 3.94 77 291,000 200 300,200 100 9,200 3.16

78 259,400 300 269,600 300 10,200 3.93 78 291,200 200 300,300 200 9,100 3.13

79 259,700 300 269,900 300 10,200 3.93 79 291,400 200 300,500 100 9,100 3.12

80 260,000 300 270,200 300 10,200 3.92 80 291,600 500 300,600 500 9,000 3.09

81 260,300 300 270,500 300 10,200 3.92 81 292,100 100 301,100 100 9,000 3.08

１級 ２級

改定率

（％）
号給

現行 改定後

号給

現行 改定後
引上額

（円）

引上額

（円）

改定率

（％）

 



 

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

82 260,600 300 270,800 300 10,200 3.91 82 292,200 600 301,200 500 9,000 3.08

83 260,900 300 271,100 300 10,200 3.91 83 292,800 500 301,700 400 8,900 3.04

84 261,200 300 271,400 300 10,200 3.91 84 293,300 300 302,100 300 8,800 3.00

85 261,500 300 271,700 300 10,200 3.90 85 293,600 300 302,400 300 8,800 3.00

86 261,800 300 272,000 300 10,200 3.90 86 293,900 500 302,700 500 8,800 2.99

87 262,100 300 272,300 300 10,200 3.89 87 294,400 300 303,200 300 8,800 2.99

88 262,400 300 272,600 300 10,200 3.89 88 294,700 400 303,500 400 8,800 2.99

89 262,700 300 272,900 300 10,200 3.88 89 295,100 300 303,900 300 8,800 2.98

90 263,000 300 273,200 300 10,200 3.88 90 295,400 400 304,200 400 8,800 2.98

91 263,300 300 273,500 300 10,200 3.87 91 295,800 400 304,600 400 8,800 2.97

92 263,600 300 273,800 300 10,200 3.87 92 296,200 300 305,000 300 8,800 2.97

93 263,900 274,100 10,200 3.87 93 296,500 500 305,300 500 8,800 2.97

94 297,000 400 305,800 300 8,800 2.96

95 297,400 400 306,100 400 8,700 2.93

96 297,800 200 306,500 200 8,700 2.92

97 298,000 500 306,700 500 8,700 2.92

98 298,500 400 307,200 400 8,700 2.91

99 298,900 500 307,600 500 8,700 2.91

100 299,400 500 308,100 400 8,700 2.91

101 299,900 400 308,500 400 8,600 2.87

102 300,300 500 308,900 500 8,600 2.86

103 300,800 500 309,400 500 8,600 2.86

104 301,300 500 309,900 500 8,600 2.85

105 301,800 400 310,400 400 8,600 2.85

106 302,200 500 310,800 500 8,600 2.85

107 302,700 500 311,300 400 8,600 2.84

108 303,200 300 311,700 300 8,500 2.80

109 303,500 500 312,000 500 8,500 2.80

110 304,000 500 312,500 500 8,500 2.80

111 304,500 400 313,000 400 8,500 2.79

112 304,900 300 313,400 300 8,500 2.79

113 305,200 500 313,700 500 8,500 2.79

114 305,700 400 314,200 400 8,500 2.78

115 306,100 400 314,600 400 8,500 2.78

116 306,500 300 315,000 300 8,500 2.77

117 306,800 315,300 8,500 2.77

再任用 8,300 4.32 再任用 8,300 3.78

号給

現行 改定後
引上額

（円）

改定率

（％）
号給

現行 改定後
引上額

（円）

改定率

（％）

１級 ２級

192,000 200,300 219,500 227,800  



給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

1 266,200 1,100 277,200 1,100 11,000 4.13 1 299,600 1,300 310,600 1,300 11,000 3.67

2 267,300 1,200 278,300 1,200 11,000 4.12 2 300,900 1,700 311,900 1,600 11,000 3.66

3 268,500 1,100 279,500 1,100 11,000 4.10 3 302,600 1,700 313,500 1,700 10,900 3.60

4 269,600 1,100 280,600 1,100 11,000 4.08 4 304,300 1,300 315,200 1,300 10,900 3.58

5 270,700 1,200 281,700 1,200 11,000 4.06 5 305,600 1,300 316,500 1,300 10,900 3.57

6 271,900 800 282,900 700 11,000 4.05 6 306,900 1,000 317,800 1,000 10,900 3.55

7 272,700 1,300 283,600 1,300 10,900 4.00 7 307,900 1,300 318,800 1,300 10,900 3.54

8 274,000 1,100 284,900 1,100 10,900 3.98 8 309,200 1,600 320,100 1,600 10,900 3.53

9 275,100 1,100 286,000 1,100 10,900 3.96 9 310,800 1,700 321,700 1,700 10,900 3.51

10 276,200 1,400 287,100 1,400 10,900 3.95 10 312,500 1,600 323,400 1,600 10,900 3.49

11 277,600 1,100 288,500 1,000 10,900 3.93 11 314,100 1,600 325,000 1,600 10,900 3.47

12 278,700 1,300 289,500 1,300 10,800 3.88 12 315,700 1,700 326,600 1,600 10,900 3.45

13 280,000 1,100 290,800 1,100 10,800 3.86 13 317,400 1,700 328,200 1,700 10,800 3.40

14 281,100 1,200 291,900 1,200 10,800 3.84 14 319,100 1,700 329,900 1,700 10,800 3.38

15 282,300 1,100 293,100 1,100 10,800 3.83 15 320,800 1,500 331,600 1,500 10,800 3.37

16 283,400 1,400 294,200 1,300 10,800 3.81 16 322,300 2,000 333,100 1,900 10,800 3.35

17 284,800 1,200 295,500 1,200 10,700 3.76 17 324,300 1,600 335,000 1,600 10,700 3.30

18 286,000 1,100 296,700 1,100 10,700 3.74 18 325,900 1,800 336,600 1,800 10,700 3.28

19 287,100 1,300 297,800 1,300 10,700 3.73 19 327,700 1,300 338,400 1,300 10,700 3.27

20 288,400 800 299,100 700 10,700 3.71 20 329,000 1,800 339,700 1,800 10,700 3.25

21 289,200 1,200 299,800 1,200 10,600 3.67 21 330,800 1,800 341,500 1,800 10,700 3.23

22 290,400 1,300 301,000 1,200 10,600 3.65 22 332,600 1,600 343,300 1,600 10,700 3.22

23 291,700 1,400 302,200 1,400 10,500 3.60 23 334,200 1,100 344,900 1,100 10,700 3.20

24 293,100 1,600 303,600 1,600 10,500 3.58 24 335,300 1,900 346,000 1,900 10,700 3.19

25 294,700 1,100 305,200 1,100 10,500 3.56 25 337,200 2,000 347,900 2,000 10,700 3.17

26 295,800 1,000 306,300 1,000 10,500 3.55 26 339,200 1,900 349,900 1,900 10,700 3.15

27 296,800 1,300 307,300 1,200 10,500 3.54 27 341,100 1,300 351,800 1,300 10,700 3.14

28 298,100 1,100 308,500 1,100 10,400 3.49 28 342,400 1,700 353,100 1,700 10,700 3.13

29 299,200 1,200 309,600 1,200 10,400 3.48 29 344,100 1,600 354,800 1,600 10,700 3.11

30 300,400 1,200 310,800 1,200 10,400 3.46 30 345,700 1,700 356,400 1,700 10,700 3.10

31 301,600 1,000 312,000 1,000 10,400 3.45 31 347,400 1,700 358,100 1,700 10,700 3.08

32 302,600 1,500 313,000 1,400 10,400 3.44 32 349,100 1,700 359,800 1,700 10,700 3.07

33 304,100 1,500 314,400 1,500 10,300 3.39 33 350,800 1,900 361,500 1,900 10,700 3.05

34 305,600 1,300 315,900 1,300 10,300 3.37 34 352,700 1,900 363,400 1,900 10,700 3.03

35 306,900 1,400 317,200 1,400 10,300 3.36 35 354,600 1,800 365,300 1,800 10,700 3.02

36 308,300 1,300 318,600 1,200 10,300 3.34 36 356,400 1,800 367,100 1,800 10,700 3.00

37 309,600 1,300 319,800 1,300 10,200 3.29 37 358,200 1,700 368,900 1,700 10,700 2.99

38 310,900 1,500 321,100 1,500 10,200 3.28 38 359,900 1,700 370,600 1,700 10,700 2.97

39 312,400 1,500 322,600 1,500 10,200 3.27 39 361,600 1,400 372,300 1,400 10,700 2.96

40 313,900 1,100 324,100 1,100 10,200 3.25 40 363,000 1,200 373,700 1,200 10,700 2.95

41 315,000 1,300 325,200 1,200 10,200 3.24 41 364,200 1,500 374,900 1,500 10,700 2.94

42 316,300 1,200 326,400 1,200 10,100 3.19 42 365,700 1,200 376,400 1,100 10,700 2.93

43 317,500 1,000 327,600 1,000 10,100 3.18 43 366,900 1,000 377,500 1,000 10,600 2.89

44 318,500 1,300 328,600 1,300 10,100 3.17 44 367,900 1,000 378,500 1,000 10,600 2.88

45 319,800 1,300 329,900 1,300 10,100 3.16 45 368,900 1,100 379,500 1,100 10,600 2.87

46 321,100 1,200 331,200 1,200 10,100 3.15 46 370,000 1,100 380,600 1,100 10,600 2.86

47 322,300 1,100 332,400 1,100 10,100 3.13 47 371,100 900 381,700 900 10,600 2.86

48 323,400 500 333,500 400 10,100 3.12 48 372,000 1,000 382,600 1,000 10,600 2.85

49 323,900 700 333,900 700 10,000 3.09 49 373,000 900 383,600 900 10,600 2.84

50 324,600 600 334,600 600 10,000 3.08 50 373,900 1,000 384,500 1,000 10,600 2.83

51 325,200 800 335,200 800 10,000 3.08 51 374,900 800 385,500 800 10,600 2.83

52 326,000 600 336,000 600 10,000 3.07 52 375,700 800 386,300 800 10,600 2.82

53 326,600 800 336,600 700 10,000 3.06 53 376,500 900 387,100 900 10,600 2.82

54 327,400 800 337,300 800 9,900 3.02 54 377,400 900 388,000 800 10,600 2.81

55 328,200 700 338,100 700 9,900 3.02 55 378,300 700 388,800 700 10,500 2.78

56 328,900 800 338,800 800 9,900 3.01 56 379,000 800 389,500 800 10,500 2.77

57 329,700 700 339,600 700 9,900 3.00 57 379,800 700 390,300 700 10,500 2.76

58 330,400 600 340,300 600 9,900 3.00 58 380,500 800 391,000 800 10,500 2.76

59 331,000 600 340,900 600 9,900 2.99 59 381,300 600 391,800 600 10,500 2.75

60 331,600 400 341,500 400 9,900 2.99 60 381,900 700 392,400 700 10,500 2.75

61 332,000 600 341,900 600 9,900 2.98 61 382,600 700 393,100 700 10,500 2.74

62 332,600 500 342,500 400 9,900 2.98 62 383,300 700 393,800 700 10,500 2.74

63 333,100 500 342,900 500 9,800 2.94 63 384,000 600 394,500 600 10,500 2.73

64 333,600 500 343,400 500 9,800 2.94 64 384,600 700 395,100 700 10,500 2.73

65 334,100 400 343,900 400 9,800 2.93 65 385,300 700 395,800 700 10,500 2.73

66 334,500 400 344,300 400 9,800 2.93 66 386,000 700 396,500 700 10,500 2.72

67 334,900 500 344,700 500 9,800 2.93 67 386,700 600 397,200 600 10,500 2.72

68 335,400 500 345,200 500 9,800 2.92 68 387,300 600 397,800 600 10,500 2.71

69 335,900 500 345,700 500 9,800 2.92 69 387,900 800 398,400 800 10,500 2.71

70 336,400 500 346,200 500 9,800 2.91 70 388,700 700 399,200 700 10,500 2.70

71 336,900 500 346,700 500 9,800 2.91 71 389,400 800 399,900 800 10,500 2.70

72 337,400 400 347,200 400 9,800 2.90 72 390,200 600 400,700 600 10,500 2.69

73 337,800 500 347,600 500 9,800 2.90 73 390,800 700 401,300 700 10,500 2.69

74 338,300 400 348,100 300 9,800 2.90 74 391,500 600 402,000 500 10,500 2.68

75 338,700 300 348,400 300 9,700 2.86 75 392,100 700 402,500 700 10,400 2.65

76 339,000 400 348,700 400 9,700 2.86 76 392,800 800 403,200 800 10,400 2.65

77 339,400 500 349,100 500 9,700 2.86 77 393,600 600 404,000 600 10,400 2.64

78 339,900 400 349,600 400 9,700 2.85 78 394,200 500 404,600 500 10,400 2.64

79 340,300 400 350,000 400 9,700 2.85 79 394,700 600 405,100 600 10,400 2.63

80 340,700 500 350,400 500 9,700 2.85 80 395,300 600 405,700 600 10,400 2.63

81 341,200 500 350,900 500 9,700 2.84 81 395,900 600 406,300 600 10,400 2.63

号給

現行 現行 改定後
引上額

（円）

改定率

（％）

４級

号給

３級

改定率

（％）

改定後
引上額

（円）

 

 



給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

82 341,700 300 351,400 300 9,700 2.84 82 396,500 500 406,900 500 10,400 2.62

83 342,000 400 351,700 400 9,700 2.84 83 397,000 600 407,400 600 10,400 2.62

84 342,400 300 352,100 300 9,700 2.83 84 397,600 600 408,000 600 10,400 2.62

85 342,700 400 352,400 400 9,700 2.83 85 398,200 500 408,600 500 10,400 2.61

86 343,100 400 352,800 400 9,700 2.83 86 398,700 500 409,100 500 10,400 2.61

87 343,500 300 353,200 300 9,700 2.82 87 399,200 600 409,600 600 10,400 2.61

88 343,800 300 353,500 300 9,700 2.82 88 399,800 600 410,200 600 10,400 2.60

89 344,100 400 353,800 400 9,700 2.82 89 400,400 500 410,800 500 10,400 2.60

90 344,500 400 354,200 400 9,700 2.82 90 400,900 500 411,300 500 10,400 2.59

91 344,900 300 354,600 300 9,700 2.81 91 401,400 600 411,800 600 10,400 2.59

92 345,200 300 354,900 300 9,700 2.81 92 402,000 600 412,400 600 10,400 2.59

93 345,500 400 355,200 300 9,700 2.81 93 402,600 500 413,000 500 10,400 2.58

94 345,900 500 355,500 500 9,600 2.78 94 403,100 500 413,500 500 10,400 2.58

95 346,400 300 356,000 300 9,600 2.77 95 403,600 600 414,000 600 10,400 2.58

96 346,700 500 356,300 500 9,600 2.77 96 404,200 600 414,600 600 10,400 2.57

97 347,200 500 356,800 500 9,600 2.76 97 404,800 500 415,200 500 10,400 2.57

98 347,700 400 357,300 400 9,600 2.76 98 405,300 500 415,700 500 10,400 2.57

99 348,100 200 357,700 200 9,600 2.76 99 405,800 600 416,200 600 10,400 2.56

100 348,300 500 357,900 500 9,600 2.76 100 406,400 600 416,800 600 10,400 2.56

101 348,800 500 358,400 500 9,600 2.75 101 407,000 500 417,400 500 10,400 2.56

102 349,300 500 358,900 500 9,600 2.75 102 407,500 500 417,900 500 10,400 2.55

103 349,800 400 359,400 400 9,600 2.74 103 408,000 600 418,400 600 10,400 2.55

104 350,200 500 359,800 500 9,600 2.74 104 408,600 600 419,000 600 10,400 2.55

105 350,700 500 360,300 500 9,600 2.74 105 409,200 500 419,600 500 10,400 2.54

106 351,200 500 360,800 500 9,600 2.73 106 409,700 500 420,100 500 10,400 2.54

107 351,700 400 361,300 400 9,600 2.73 107 410,200 600 420,600 600 10,400 2.54

108 352,100 500 361,700 400 9,600 2.73 108 410,800 600 421,200 600 10,400 2.53

109 352,600 500 362,100 500 9,500 2.69 109 411,400 500 421,800 500 10,400 2.53

110 353,100 400 362,600 400 9,500 2.69 110 411,900 500 422,300 500 10,400 2.52

111 353,500 400 363,000 400 9,500 2.69 111 412,400 500 422,800 500 10,400 2.52

112 353,900 500 363,400 500 9,500 2.68 112 412,900 600 423,300 600 10,400 2.52

113 354,400 300 363,900 300 9,500 2.68 113 413,500 500 423,900 500 10,400 2.52

114 354,700 400 364,200 400 9,500 2.68 114 414,000 500 424,400 500 10,400 2.51

115 355,100 400 364,600 400 9,500 2.68 115 414,500 600 424,900 600 10,400 2.51

116 355,500 500 365,000 500 9,500 2.67 116 415,100 600 425,500 600 10,400 2.51

117 356,000 500 365,500 500 9,500 2.67 117 415,700 500 426,100 500 10,400 2.50

118 356,500 500 366,000 500 9,500 2.66 118 416,200 500 426,600 500 10,400 2.50

119 357,000 400 366,500 400 9,500 2.66 119 416,700 600 427,100 600 10,400 2.50

120 357,400 500 366,900 500 9,500 2.66 120 417,300 600 427,700 600 10,400 2.49

121 357,900 500 367,400 500 9,500 2.65 121 417,900 500 428,300 500 10,400 2.49

122 358,400 500 367,900 500 9,500 2.65 122 418,400 500 428,800 500 10,400 2.49

123 358,900 400 368,400 400 9,500 2.65 123 418,900 600 429,300 600 10,400 2.48

124 359,300 400 368,800 400 9,500 2.64 124 419,500 600 429,900 600 10,400 2.48

125 359,700 500 369,200 500 9,500 2.64 125 420,100 500 430,500 500 10,400 2.48

126 360,200 500 369,700 500 9,500 2.64 126 420,600 500 431,000 500 10,400 2.47

127 360,700 400 370,200 400 9,500 2.63 127 421,100 431,500 10,400 2.47

128 361,100 500 370,600 500 9,500 2.63

129 361,600 500 371,100 500 9,500 2.63

130 362,100 500 371,600 500 9,500 2.62

131 362,600 400 372,100 400 9,500 2.62

132 363,000 372,500 9,500 2.62

再任用 9,500 3.65 再任用 10,400 3.72

号給

現行 改定後
引上額

（円）

改定率

（％）

３級 ４級

279,700

号給

現行 改定後
引上額

（円）

290,100260,000 269,500

改定率

（％）

 

 



給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

1 357,100 1,800 368,700 1,800 11,600 3.25

2 358,900 1,800 370,500 1,800 11,600 3.23

3 360,700 1,500 372,300 1,500 11,600 3.22

4 362,200 2,100 373,800 2,100 11,600 3.20

5 364,300 1,800 375,900 1,800 11,600 3.18

6 366,100 1,900 377,700 1,900 11,600 3.17

7 368,000 1,800 379,600 1,800 11,600 3.15

8 369,800 1,500 381,400 1,400 11,600 3.14

9 371,300 1,800 382,800 1,800 11,500 3.10

10 373,100 1,700 384,600 1,700 11,500 3.08

11 374,800 1,800 386,300 1,800 11,500 3.07

12 376,600 2,100 388,100 2,100 11,500 3.05

13 378,700 2,000 390,200 2,000 11,500 3.04

14 380,700 2,000 392,200 2,000 11,500 3.02

15 382,700 1,700 394,200 1,700 11,500 3.00

16 384,400 1,700 395,900 1,700 11,500 2.99

17 386,100 1,700 397,600 1,700 11,500 2.98

18 387,800 1,600 399,300 1,600 11,500 2.97

19 389,400 1,600 400,900 1,600 11,500 2.95

20 391,000 1,500 402,500 1,500 11,500 2.94

21 392,500 1,400 404,000 1,400 11,500 2.93

22 393,900 1,500 405,400 1,500 11,500 2.92

23 395,400 1,400 406,900 1,400 11,500 2.91

24 396,800 1,500 408,300 1,500 11,500 2.90

25 398,300 1,400 409,800 1,400 11,500 2.89

26 399,700 1,400 411,200 1,400 11,500 2.88

27 401,100 1,300 412,600 1,300 11,500 2.87

28 402,400 1,300 413,900 1,300 11,500 2.86

29 403,700 1,100 415,200 1,100 11,500 2.85

30 404,800 1,000 416,300 1,000 11,500 2.84

31 405,800 1,000 417,300 1,000 11,500 2.83

32 406,800 900 418,300 900 11,500 2.83

33 407,700 800 419,200 800 11,500 2.82

34 408,500 800 420,000 700 11,500 2.82

35 409,300 600 420,700 600 11,400 2.79

36 409,900 700 421,300 700 11,400 2.78

37 410,600 600 422,000 600 11,400 2.78

38 411,200 600 422,600 600 11,400 2.77

39 411,800 600 423,200 600 11,400 2.77

40 412,400 600 423,800 600 11,400 2.76

41 413,000 500 424,400 500 11,400 2.76

42 413,500 600 424,900 600 11,400 2.76

43 414,100 600 425,500 600 11,400 2.75

44 414,700 600 426,100 600 11,400 2.75

45 415,300 600 426,700 600 11,400 2.75

46 415,900 600 427,300 600 11,400 2.74

47 416,500 600 427,900 600 11,400 2.74

48 417,100 400 428,500 400 11,400 2.73

49 417,500 600 428,900 600 11,400 2.73

50 418,100 600 429,500 500 11,400 2.73

51 418,700 600 430,000 600 11,300 2.70

52 419,300 400 430,600 400 11,300 2.69

53 419,700 600 431,000 600 11,300 2.69

54 420,300 600 431,600 600 11,300 2.69

55 420,900 600 432,200 600 11,300 2.68

56 421,500 500 432,800 500 11,300 2.68

57 422,000 600 433,300 600 11,300 2.68

58 422,600 600 433,900 600 11,300 2.67

59 423,200 500 434,500 500 11,300 2.67

60 423,700 500 435,000 500 11,300 2.67

61 424,200 600 435,500 600 11,300 2.66

62 424,800 600 436,100 600 11,300 2.66

63 425,400 500 436,700 500 11,300 2.66

64 425,900 500 437,200 500 11,300 2.65

65 426,400 600 437,700 600 11,300 2.65

66 427,000 600 438,300 600 11,300 2.65

67 427,600 500 438,900 500 11,300 2.64

68 428,100 500 439,400 500 11,300 2.64

69 428,600 600 439,900 600 11,300 2.64

70 429,200 600 440,500 600 11,300 2.63

71 429,800 500 441,100 500 11,300 2.63

72 430,300 500 441,600 500 11,300 2.63

73 430,800 500 442,100 500 11,300 2.62

74 431,300 600 442,600 600 11,300 2.62

75 431,900 500 443,200 500 11,300 2.62

76 432,400 500 443,700 500 11,300 2.61

77 432,900 600 444,200 600 11,300 2.61

78 433,500 600 444,800 600 11,300 2.61

79 434,100 500 445,400 500 11,300 2.60

80 434,600 500 445,900 500 11,300 2.60

81 435,100 600 446,400 600 11,300 2.60

号給

現行 改定後

５級

改定率

（％）

引上額

（円）

 



給料月額

（円）

間差額

（円）

給料月額

（円）

間差額

（円）

82 435,700 600 447,000 600 11,300 2.59

83 436,300 500 447,600 500 11,300 2.59

84 436,800 500 448,100 500 11,300 2.59

85 437,300 600 448,600 600 11,300 2.58

86 437,900 600 449,200 600 11,300 2.58

87 438,500 400 449,800 400 11,300 2.58

88 438,900 500 450,200 500 11,300 2.57

89 439,400 450,700 11,300 2.57

再任用 11,300 3.52

５級

320,600 331,900

号給

現行 改定後
引上額

（円）

改定率

（％）

 



＜技能労務職給料表＞ 

 

 



 
 



 

 

 



 



 会計年度任用職員の報酬改定について（メモ） 別紙４ 

 

R７.11.12 

 

 令和７年 11 月 10 日付け「会計年度任用職員の報酬改定について（メモ）」の「１ 改

定内容」の「⑵ 令和８年度」の「イ 非常勤事務補助員」について、次のとおり修正す

る。 

 

１ 改定内容 

⑵ 令和８年度 

イ 非常勤事務補助員 

    非常勤事務補助員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 

 

Ｒ7改定 Ｒ8改定後

報酬月額
（円）

報酬月額
（円）

18.19.20 → １年目 193,040 191,270 △ 1,770 △ 0.92

21.22.23 → ２年目 194,130 192,350 △ 1,780 △ 0.92

24以上 → ３年目 195,220 193,430 △ 1,790 △ 0.92

４年目 196,310 194,510 △ 1,800 △ 0.92

５年目 197,510 195,700 △ 1,810 △ 0.92

６年目 198,710 196,880 △ 1,830 △ 0.92

７年目 199,800 197,960 △ 1,840 △ 0.92

８年目 200,890 199,040 △ 1,850 △ 0.92

９年目 ‐ 200,770 ‐ ‐
１０年目 ‐ 202,500 ‐ ‐

１１年目～ ‐ 204,230 ‐ ‐

採用時
年齢

（歳）

本市非常勤事
務補助員とし
ての経験年数

改定額
（円）

改定率
（％）



参 考 

会計年度任用職員の報酬改定について（メモ） 

 

R７.11.10  

 

１ 改定内容 

⑴ 令和７年度 

ア 非常勤行政事務員 

  非常勤行政事務員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 

 

 

イ 非常勤事務補助員 

    非常勤事務補助員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 



 

 

  ウ 非常勤ＯＢ事務員 

    非常勤ＯＢ事務員の報酬について、次のとおり改定する。 

   

 

⑵ 令和８年度 

ア 非常勤行政事務員 

  非常勤行政事務員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 

現行 改定後

報酬月額
（円）

報酬月額
（円）

18.19.20 → １年目 180,940 193,040 12,100 6.69

21.22.23 → ２年目 182,030 194,130 12,100 6.65

24以上 → ３年目 183,120 195,220 12,100 6.61

４年目 184,210 196,310 12,100 6.57

５年目 185,410 197,510 12,100 6.53

６年目 186,610 198,710 12,100 6.48

７年目 187,700 199,800 12,100 6.45

８年目～ 188,680 200,890 12,210 6.47

採用時
年齢

（歳）

本市非常勤事務
補助員としての

経験年数

改定額
（円）

改定率
（％）

現行 改定後
報酬月額 報酬月額
（円） （円） （円） （％）

165,190 175,880 10,690 6.47

改定額 改定率



 

 

イ 非常勤事務補助員 

    非常勤事務補助員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 

 

   

 

Ｒ7改定 Ｒ8改定後

報酬月額
（円）

報酬月額
（円）

18.19.20 → １年目 193,040 191,270 △ 1,770 △ 0.92

21.22.23 → ２年目 194,130 192,350 △ 1,780 △ 0.92

24以上 → ３年目 195,220 193,430 △ 1,790 △ 0.92

４年目 196,310 194,510 △ 1,800 △ 0.92

５年目 197,510 195,700 △ 1,810 △ 0.92

６年目 198,710 196,880 △ 1,830 △ 0.92

７年目 199,800 197,960 △ 1,840 △ 0.92

８年目～ 200,890 199,040 △ 1,850 △ 0.92

採用時
年齢

（歳）

本市非常勤事
務補助員とし
ての経験年数

改定額
（円）

改定率
（％）



ウ 非常勤ＯＢ事務員 

    非常勤ＯＢ事務員の報酬について、次のとおり改定する。 

     

 

２ 適用日 

⑴ 令和７年４月１日 

⑵ 令和８年４月１日 

 

３ 諾否期限 

  令和７年 11 月 17 日 

 

以 上  

 （企画管理課） 

 

R7改定 R8改定後
報酬月額 報酬月額
（円） （円） （円） （％）

175,880 174,260 △ 1,620 △ 0.92

改定額 改定率



 地域手当の支給割合の改定について（メモ） 別紙５ 

 

R７.11.10  

 

１ 趣旨 

  国において地域間の給与水準の調整に関する枠組みが変更されたことを踏まえ、国の示す級

地区分に基づき、地域手当の支給割合を改定するもの。 

 

２ 内容 

  令和８年度の支給割合を９％から８％に改定する。 

   

３ 実施時期 

  令和８年４月１日 

 

４ 諾否期限 

  令和７年 11 月 17 日 

 

以 上   

 （企画管理課）  



 通勤手当の見直しについて（メモ） 別紙６ 

 

R７.11.10  

１ 趣旨 

  民間企業の支給状況を踏まえ、国において通勤手当の見直しが実施されることを受けて、国

に準じた見直しを行うもの 

 

２ 内容 

 ⑴ 令和７年度実施のもの 

  ア 自動車等使用者に対する通勤手当 

        自動車等使用者に対する通勤手当の額を次のとおり引き上げる。 

  10-15km 15-20km 20-25km 25-30km 30-35km 35-40km 

改正後 7,300 円 10,400 円 13,500 円 16,600 円 19,700 円 22,800 円 

差 額 200 円 400 円 600 円 800 円 1,000 円 1,200 円 

 40-45km 45-50km 50-55km 55-60km 60km- 

改正後 25,900 円 29,100 円 32,300 円 35,500 円 38,700 円 

差 額 1,500 円 2,900 円 4,300 円 5,700 円 7,100 円 

 ⑵ 令和８年度実施のもの 

  ア 自動車等使用者に対する通勤手当 

    自動車等使用者に対する通勤手当は、５km ごとの距離区分により手当額を定め、上限を

「60km 以上」としているところ、その上限を「100km 以上」に改める。また、１か月当た

り 5,000 円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新たに支給する。 

  イ 月の途中に採用された職員等の通勤手当 

        職員に適時適切に手当を支給するため、月の途中で採用された職員等に対し、最初の月

の通勤に要する費用を自己負担することがないよう、採用日等から通勤手当を支給する。 

 ※ ⑴・⑵の見直しについて、会計年度任用職員を含む。 

 

３ 実施時期 

  ２⑴：令和７年４月１日 

  ２⑵のア：令和８年４月１日、２⑵のイ：令和８年 10月１日 

 

４ 諾否期限 

  令和７年 11 月 17 日 

 

以 上   

（企画管理課）  

 



 育児部分休暇制度の新設について（メモ） 別紙７ 

 

R７.11.10  

１ 趣旨 

  部分休業や育児短時間勤務については、子の小学校就学後においてはその子の養育のために

勤務時間を短くできる措置がない。しかしながら、その年代の養育に関しては、社会的にも小

１の壁といった仕事と育児の両立が難しい課題とされており、本市の職員にとっても同様の問

題が生じている。そのような現制度での課題に対応するため、子育て世代の人材定着や働きや

すい職場環境の整備の観点から、小学校就学後においても勤務時間を短縮できる休暇制度を部

分休業の枠組みを参考に新設するもの。 

 

２ 内容 

  小学校就学の始期に達する日から中学校就学の終期に達する日までの間にある子を養育する

職員に対して、１日を通じて２時間を超えない範囲で 30分を単位として取得できる休暇を新た

に設ける（給与の取扱いは無給）。 

  ※ 給与の取扱い等、基本的なものは育児のための部分休業と同じ取扱い 

 

３ 実施時期 

  令和８年４月１日 

 

４ 諾否期限 

  令和７年 11 月 17 日 

 

以 上   

（企画管理課）  

 



◎妥結事項  

  令和７年１１月１０日の交渉の結果を受けて、令和７年１１月１７日に次の項目に

ついて妥結に至った。 
 
１ 令和７年度年末一時金について 

期末・勤勉手当の支給 

  組合要求 ２．８１月プラス２万円 

 

  ・定年前職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.275 月 1.075 月 2.35 月 

・再任用職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

0.725 月 0.525 月 1.25 月 

・会計年度任用職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.275 月 1.075 月 2.35 月 

 

 

２ 常勤職員の給与改定について 

（１） 改定内容 

 ① 給料表 

   企業一般職給料表・企業技能労務職給料表については、令和７年１１月１０日付

メモのとおり、それぞれ改定する。 

  

② 生活補給金基準額 

   給料表の改定に伴い、企業一般職給料表適用者及び企業技能労務職給料表適用者

の生活補給金に係る基準額について、次のとおり改定する。 

ア 令和７年度適用分 

（企業一般職） 

年齢 現行 改定後 引上額 

30 歳 238,900 円 248,400 円 9,500 円 

31 歳 243,000 円 252,400 円 9,400 円 

32 歳 247,100 円 256,500 円 9,400 円 

33 歳 251,500 円 260,800 円 9,300 円 

34 歳 255,600 円 264,700 円 9,100 円 

別紙８



 
 

35 歳 259,900 円 269,000 円 9,100 円 

36 歳 263,900 円 272,900 円 9,000 円 

37 歳 268,800 円 277,800 円 9,000 円 

38 歳 273,700 円 282,600 円 8,900 円 

39 歳 277,700 円 286,500 円 8,800 円 

40 歳以上 55 歳未満 282,000 円 290,800 円 8,800 円 

（企業技能労務職） 

年齢 現行 改定後 引上額 

34 歳 244,500 円 254,300 円 9,800 円 

35 歳 246,900 円 256,500 円 9,600 円 

36 歳 249,000 円 258,400 円 9,400 円 

37 歳 250,900 円 260,100 円 9,200 円 

38 歳 252,400 円 261,500 円 9,100 円 

39 歳 253,800 円 262,700 円 8,900 円 

40 歳以上 55 歳未満 255,200 円 264,000 円 8,800 円 

 
イ 令和８年度適用分 
（企業一般職給料表） 

年齢 R7 改定 R8 改定後 引上額 

30 歳 248,400 円 246,200 円 △ 2,200 円 

31 歳 252,400 円 250,100 円 △ 2,300 円 

32 歳 256,500 円 254,200 円 △ 2,300 円 

33 歳 260,800 円 258,400 円 △ 2,400 円 

34 歳 264,700 円 262,300 円 △ 2,400 円 

35 歳 269,000 円 266,500 円 △ 2,500 円 

36 歳 272,900 円 270,400 円 △ 2,500 円 

37 歳 277,800 円 275,300 円 △ 2,500 円 

38 歳 282,600 円 280,000 円 △ 2,600 円 

39 歳 286,500 円 283,900 円 △ 2,600 円 

40 歳以上 55 歳未満 290,800 円 288,100 円 △ 2,700 円 

（企業技能労務職給料表） 
年齢 R7 改定 R8 改定後 引上額 

34 歳 254,300 円 251,900 円 △ 2,400 円 

35 歳 256,500 円 254,100 円 △ 2,400 円 

36 歳 258,400 円 256,000 円 △ 2,400 円 

37 歳 260,100 円 257,700 円 △ 2,400 円 



 
 

38 歳 261,500 円 259,100 円 △ 2,400 円 

39 歳 262,700 円 260,300 円 △ 2,400 円 

40 歳以上 55 歳未満 264,000 円 261,500 円 △ 2,500 円 

 

（２） 適用日 

    令和７年４月１日 

 

３ 会計年度任用職員の報酬改定について 

（１） 改定内容 

   （ⅰ）令和７年度 
ア 非常勤行政事務員 

    非常勤行政事務員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定 
する。 

 
 

イ 非常勤事務補助員 
     非常勤事務補助員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 
 



 
 
 

    
 

ウ 非常勤ＯＢ事務員 
    非常勤ＯＢ事務員の報酬について、次のとおり改定する。 

       

（ⅱ）令和８年度 
ア 非常勤行政事務員 

  非常勤行政事務員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 
 

現行 改定後

報酬月額
（円）

報酬月額
（円）

18.19.20 → １年目 180,940 193,040 12,100 6.69

21.22.23 → ２年目 182,030 194,130 12,100 6.65

24以上 → ３年目 183,120 195,220 12,100 6.61

４年目 184,210 196,310 12,100 6.57

５年目 185,410 197,510 12,100 6.53

６年目 186,610 198,710 12,100 6.48

７年目 187,700 199,800 12,100 6.45

８年目～ 188,680 200,890 12,210 6.47

採用時
年齢

（歳）

本市非常勤事務
補助員としての

経験年数

改定額
（円）

改定率
（％）

現行 改定後
報酬月額 報酬月額
（円） （円） （円） （％）

165,190 175,880 10,690 6.47

改定額 改定率



 
 

 
イ 非常勤事務補助員 

    非常勤事務補助員の報酬について、次の報酬月額イメージのとおり改定する。 

     
  

Ｒ7改定 Ｒ8改定後

報酬月額
（円）

報酬月額
（円）

18.19.20 → １年目 193,040 191,270 △ 1,770 △ 0.92

21.22.23 → ２年目 194,130 192,350 △ 1,780 △ 0.92

24以上 → ３年目 195,220 193,430 △ 1,790 △ 0.92

４年目 196,310 194,510 △ 1,800 △ 0.92

５年目 197,510 195,700 △ 1,810 △ 0.92

６年目 198,710 196,880 △ 1,830 △ 0.92

７年目 199,800 197,960 △ 1,840 △ 0.92

８年目 200,890 199,040 △ 1,850 △ 0.92

９年目 ‐ 200,770 ‐ ‐
１０年目 ‐ 202,500 ‐ ‐

１１年目～ ‐ 204,230 ‐ ‐

採用時
年齢

（歳）

本市非常勤事
務補助員とし
ての経験年数

改定額
（円）

改定率
（％）



 
 

ウ 非常勤ＯＢ事務員 
    非常勤ＯＢ事務員の報酬について、次のとおり改定する。 

      

（２） 適用日 
    （ⅰ）令和７年４月１日 
  （ⅱ）令和８年４月１日 
 
４ 地域手当の支給割合の改定について 
（１） 内容 

    令和８年度の支給割合を９％から８％に改定する。 
（２） 実施時期 

    令和８年４月１日 

 

５ 通勤手当の見直しについて 
（１） 内容 

  （ⅰ）令和７年度実施のもの 

   ・自動車等使用者に対する通勤手当 

       自動車等使用者に対する通勤手当の額を次のとおり引き上げる。 
   10-15km 15-20km 20-25km 25-30km 30-35km 35-40km 

改正後 7,300 円 10,400 円 13,500 円 16,600 円 19,700 円 22,800 円 

差 額 200 円 400 円 600 円 800 円 1,000 円 1,200 円 

 40-45km 45-50km 50-55km 55-60km 60km- 

改正後 25,900 円 29,100 円 32,300 円 35,500 円 38,700 円 

差 額 1,500 円 2,900 円 4,300 円 5,700 円 7,100 円 

   
（ⅱ）令和８年度実施のもの 

    ア 自動車等使用者に対する通勤手当 
      自動車等使用者に対する通勤手当は、５km ごとの距離区分により手当額を定

め、上限を「60km 以上」としているところ、その上限を「100km 以上」に改め

る。また、１か月当たり 5,000 円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当

を新たに支給する。 
      ただし、詳細については今後国で定められる要件等を踏まえ決定する。 
    イ 月の途中に採用された職員等の通勤手当 
          職員に適時適切に手当を支給するため、月の途中で採用された職員等に対し、

最初の月の通勤に要する費用を自己負担することがないよう、採用日等から通

勤手当を支給する。 

R7改定 R8改定後
報酬月額 報酬月額
（円） （円） （円） （％）

175,880 174,260 △ 1,620 △ 0.92

改定額 改定率



 
 
 ※ （ⅰ）、（ⅱ）の見直しについて、会計年度任用職員を含む。 
（２） 実施時期 
   （１）（ⅰ）：令和７年４月１日 
   （１）（ⅱ）のア：令和８年４月１日、（１）（ⅱ）のイ：令和８年 10 月１日 
 
６ 育児部分休暇制度の新設について 
 （１） 内容 

    小学校就学の始期に達する日から中学校就学の終期に達する日までの間にある子

を養育する職員に対して、１日を通じて２時間を超えない範囲で 30 分を単位として

取得できる休暇を新たに設ける（給与の取扱いは無給）。 
   ※ 給与の取扱い等、基本的なものは育児のための部分休業と同じ取扱い 
 
 （２） 実施時期 
    令和８年４月１日 


